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令和７年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。
全国の行政書士会及び会員の皆様におかれましては、日頃から本会の事業推進に御理解と御
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、皆様方が住民や自治体からの期待に応えて、行政書士制度の発展のために日夜御尽力
をいただいておりますことに対しまして重ねて御礼申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、元日の能登半島地震に始まり、９月には東北地方や石川県能
登地方に大きな被害をもたらした記録的な豪雨など多くの災害が発生し、心が痛むことがたく
さんございました。また、初めて「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表される
など災害に対する備えの重要性にも改めて痛感させられました。
本会では、これまで大規模災害の発生時には、行政書士ならではの被災者支援活動を行って
まいりました。その継続した取組が国や自治体等にも広く認められ、その結果の一つとして、
昨年９月には、内閣府からの提案を受けて、「大規模災害時の被災自治体への支援に関する内
閣府と日本行政書士会連合会との連携協定」の締結に至りました。本会では、この連携協定の
締結を受けて現在募集中の「災害復興支援ボランティア」を「災害復興支援員」（仮称）に改
組することを検討しており、大規模災害の発生時には、これまで以上に住民や自治体の皆様の
お役に立てるようになるものと確信しています。
そして、日行連の喫緊の課題は、「デジタル社会に機能する行政書士制度の確立」です。現在は、
令和５年９月にデジタル庁との間で締結した連携協定に基づき、「誰一人取り残されないデジ
タル社会」の実現のために、行政書士がデジタル社会において国民と行政の架け橋としての役
割を果たすための各種施策を進めているところです。また、行政書士が国民の期待に応え、国
民の権利利益の実現に資することができるよう、行政書士法の改正も目指しています。そのた
めには、行政書士一人ひとりがあらゆるデジタル分野についての知見を身に付け、社会のデジ
タル化をリードしていく存在になる必要があると考えます。
本会のデジタル化への取組として、単位会も利用可能となる新たな「行政書士会員管理シス
テム」が、昨年 10 月から稼働いたしました。このシステムは、日行連・単位会事務局の登録
関係事務削減や、会員による新規又は変更登録等のオンライン申請等を目指したものです。今
後、段階的に会員からの申請・届出を開始するとともに、オンラインによる各種行政手続等に
おいて行政書士の資格証明が行えるよう、デジタル庁が開発する「国家資格等情報連携・活用
システム」との連携に向け、環境整備も進めてまいります。
私は、日頃から行政書士は、国民の皆様が不安や困りごとに直面したときに身近な相談役と
して想起いただける存在になるべきだと考えています。そして、そのためには「“そうだ、行
政書士に相談しよう！”という気運を高めよう！！」という活動理念の下、私たち行政書士が
いち早くあらゆるデジタル化に対応して、地域社会の発展を支えていく意識を持ち、国民の皆
様に必要と思ってもらえる存在であり続けることが肝要です。
今後とも皆様方と連携・協力して行政書士制度の更なる発展を目指してまいる所存ですので、
引き続き御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
最後に、この新しい年が平和で、災害の少ない、安寧な年となりますとともに、皆様方にとっ

て実り豊かな飛躍の年となりますことを祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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